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・取締役は、会社の利益を最大化するために常に経営判断に迫られ
ています。経営判断の失敗によって会社に損害が発生したことを理
由に、取締役は会社に対して損害を賠償しなければならないように
も思えます。しかし、取締役は会社のために経営判断をしたにもか
かわらず、経営判断が失敗したときは常に会社に対して損害賠償を
しなければならないとすると、誰も取締役になろうという気にはな
りません。また、経営判断が成功するか失敗するかは実際に経営判
断をしてみるまで分かりません。そうだとすれば、取締役の損害賠
償責任の有無の認定に際しては、特別な配慮が必要になるといえる
のではないでしょうか。このような取締役の経営判断局面における
責任のあり方を主たる研究対象としております 。

・取締役の経営判断の誤りによる会社法上の責任の発生を防止するた
めの助言。
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